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提 案 理 由 

刑法等の一部改正に伴い、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

理に関する条例を制定したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、

この案を提出します。 

 

  



 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

（富士見市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 富士見市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３１年条例第７号）の一部

を次のように改正する。 

第１６条の２第３号及び第４号並びに第１６条の３第１項第１号及び第３項第１

号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

 （富士見市職員の分限に関する条例の一部改正） 

第２条 富士見市職員の分限に関する条例（昭和３２年条例第８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第５条第１項中「禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。 

 （富士見市表彰条例の一部改正） 

第３条 富士見市表彰条例（昭和５４年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第２項第２号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号。以下「刑法

等一部改正法」という。）の施行の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理

等に関する法律（令和４年法律第６８号）並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以

上の刑（死刑を除く。）が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定め

られている罪についてされた起訴とみなす。 


